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平成２２年度 

第２回七尾鹿島広域圏事務組合病院企業職員採用候補者試験要項 

 

１ 病院企業職員の職種区分・採用予定数 

職種区分 人 数 職 務 内 容 

事務職員（大学卒） ２名 病院事務 

 ※身分は地方公務員となります。 

 

２ 病院企業職員の受験資格 

職種区分 年齢及び学歴免許等 

事務職員（大学卒） 

昭和５５年４月２日から平成１年４月１日までに生まれた者

で、大学卒業の者又は平成２３年３月までに大学卒業見込みの

者 

３ 欠格条項 

（１）地方公務員法第１６条に規定する次のいずれかに該当する者は受験できません。 

ア 成年被後見人又は被保佐人 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

ウ 七尾鹿島広域圏事務組合の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

２年を経過しない者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４ 試験の日時・場所 

（１）第１次試験 

    日 時  平成２２年９月１２日（日） 午前９時から 

    場 所  公立能登総合病院（石川県七尾市藤橋町ア部６番地４） 

（２）第２次試験 

    平成２２年１０月中旬の予定ですが、詳細は第１次試験合格者に通知します。 

 

５ 受験手続 

（１）申込書の請求 

  ア 申込書は、公立能登総合病院経営管理部総務課又は七尾鹿島広域圏事務組合事務

局総務課においてあります（公立能登総合病院及び七尾鹿島広域圏事務組合のホー

ムページからダウンロードすることもできます） 

  イ 申込書を郵送で請求する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書き

し、１２０円分の切手を貼った返信先明記の封筒（33cm×24cm 程度）を同封

し、公立能登総合病院経営管理部総務課職員係あて請求してください。 
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（２）申込の方法 

ア 次の提出書類に必要な事項を記入して公立能登総合病院経営管理部総務課職員係

まで提出してください。 

イ 提出書類を郵送する場合は、封筒の表に「受験申込」と朱書きして公立能登総合

病院経営管理部総務課職員係あて簡易書留で郵送してください。 

 

（３）提出書類 

ア 受験申込書   職種区分を明記してください。 

※ 裏面の志望動機及び抱負欄に、当院職員を志望した動機や抱負についてお書き

ください。 

イ 履 歴 書   貼付する写真は、おおむね縦４センチメートル、横３センチメ

ートル、脱帽、正面向き、上半身像とします。 

（４）受験票の交付 

   受験申込書を受理したときに交付します。 

   なお、郵送申込の場合は、受験票送付のための８０円切手を同封してください。 

   （※受験票が届かない場合は、必ず連絡願います） 

 

６ 受験申込期間 

   平成２２年７月５日（月）から平成２２年８月１６日（月）まで 

  ※ 受付事務は、土曜日、日曜日及び休日を除き午前８時３０分から午後５時１５分

まで行います。 

    なお、郵送の場合は、平成２２年８月１６日（月）までの消印のあるものについ

て受け付けます。 

 

７ 試験の方法 

（１）第１次試験 

ア 教養試験  大学卒業程度の教養について、択一式筆記試験を行います。 

        （社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、

数的推理及び資料解釈に関する一般知能） 

イ 作文試験  課題に対する意見のまとめ方及び国語の基礎力について作文試験を

行います。（８００字以内） 

（２）第２次試験 

   第１次試験合格者に対して、次により行います。 

○ 面接試験 主として人物について、面接による試験を行います。 

 

８ 第１次試験及び第２次試験の結果通知 

第１次試験については９月中に、第２次試験については試験実施日の約１週間後に郵

送で結果通知します。 

 

９ 合格から採用まで 

平成２３年４月１日付け採用となります。 
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１０ 給与等の待遇 

（１）初任給 

区  分 
給料月額（本俸） 

※ 別に、諸手当あり 

事務職員（大学卒） 172,200 円 

（注１）学校卒業後、職業経験など一定の経歴がある場合は、所定の額が加算されます。

なお、採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。 

（２）諸手当 

期末・勤勉手当（4.15 月分 平成 21 年度実績）、扶養手当、通勤手当（最高限度額

22,100 円）、住居手当（最高限度額 27,000 円）、時間外勤務手当等が、それぞれの支

給要件に応じて支給されます。 

また、退職金手当制度については、原則、６ヶ月以上勤務した職員が対象になりま

す。 

（注２）採用前に、給与改定等があった場合は、その定めるところによります。 

 

（３）福利厚生  

健康の維持・増進のための各種健康診断、給付・貸付事業を行う共済制度等があり

ます。 

 

１１ 問合せ・受験申込 

職員採用候補者試験の実施要項について、不明な点がある場合は、下記に問い合わ

せください。また、連絡先の変更等が生じた場合も連絡願います。 

      

〒９２６－０８１６ 

      石川県七尾市藤橋町ア部６番地４ 

      公立能登総合病院経営管理部総務課職員係 

      ＴＥＬ ０７６７（５２）８７４９ 

  ＦＡＸ ０７６７（５２）９２２５   

  Ｅmail syomu@noto-hospital.jp 


